
《施策の重点化項目》

Ⅰ　市民が健康で安全・安心に暮らせるまちづくり

Ⅱ　子どもの健やかな成長を見守り、育むまちづくり

Ⅲ　地域資源を活かし、環境・文化を育むまちづくり

Ⅳ　元気な産業を育むまちづくり

Ⅴ　都市の生活基盤づくり

Ⅰ　市民が健康で安全・安心に暮らせるまちづくり

№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

1
　
新
規
・
拡
充

協働のまちづくり
の基本方向関係
事業

協働のまちづくりをさらに進めるため、平成19年7月に策定した協
働のまちづくりの基本方向に基づき、各種事業を実施する。
　・協働に関する市民意識の啓発
　・職員研修の充実
　・協働推進担当職員の配置
　・まちづくりに関する情報の共有化
　・Ｅメールによるアンケートの充実
　・市政サポーター制度の実施
　・市民による協働の取組の検証
　・公募制補助金制度の充実
　・地域における協働運営の仕組みづくり
　・身近な地域での出会いの場づくり

２１，３６６
（２，１００）

2
　
新
規
洪水ハザード
マップ作成事業

市民の防災意識の向上と災害発生時の備えとするため、国土交
通省及び兵庫県が作成した「猪名川・藻川浸水想定区域図」「武
庫川浸水想定区域図」などをもとに、災害発生時の避難場所及び
避難ルートの確保など各種情報を整理・編集した「尼崎市洪水ハ
ザードマップ」を作成し、市民に配布する。

１４，５２９

3
　
新
規
多重債務者対策
関係事業

多重債務者対策の取り組みとして、弁護士等による多重債務特別
相談の実施など相談体制の充実を図るとともに、啓発事業の実
施、多重債務者対策連携会議の運営を行う。

２，９２７

            平 成 20 年 度 　　　 主 　　 要  　　施  　　策

　“あまがさき”行財政構造改革推進プランに基づく取組の初年度として、
財政健全化に向けて取組を着実に進める一方、市民の健康づくりや生活の安
全・安心の確保、子育て支援や学力向上、環境保全や産業振興などの行政課
題に重点的に取り組んでいく。
　また、歴史文化や市民活動を担う人材などこれまで培ってきた地域資源を
活かしつつ、地域社会でお互いが支えあう仕組みづくりを行い、住民自治基
盤の確立に努めていく。

　・事業費は千円単位で計上
　・（　）内は拡充事業の全体事業費
　　のうち、拡充部分の事業費
　・※は債務負担行為額
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

4
　
拡
充
重度障害者等特
別給付金支給事
業

国籍要件等により国民年金の適用除外となった重度障害者(障害
基礎年金1級相当)に加え、新たに中度障害者(障害基礎年金2級
相当)も支給対象として給付金を支給する。
   重度障害者　月額 70,300円
   中度障害者　月額 33,000円

１１，６６６
（２，３７６）

5
　
拡
充
ヘルスアップ尼
崎戦略事業

「国保特定健診等実施計画」に基づき、平成20年度から法定化さ
れる特定健診・特定保健指導を行う。また、若いうちからの健診を
推奨するとともに、生活習慣病の重症化予防を図り、被保険者の
健康増進と医療費適正化を目指す。
   特定健診・特定保健指導(法定)
   ハイリスク健診・保健指導
   生活習慣病予防健診・保健指導
   ヘルスアプローチ事業
   ヘルストレンド事業

５７７，２５６
（４４２，８７８）

6
　
新
規
グループホーム
等新規開設サ
ポート事業

障害者が地域で自立した生活を送るために必要となるグループ
ホームやケアホームの設置を促進するため、その開設に必要な備
品購入費、バリアフリー化改修経費、礼金・敷引等を、社会福祉法
人やNPO法人等に対して補助する。

３，１９８

7
　
新
規
重度障害者入院
時コミュニケー
ション支援助成
事業

重度障害者で、発語が困難など入院時に医師などとの意思疎通
が十分に図れないために、意思の疎通に熟練した者から支援を受
けた場合に、それにかかる費用を一部助成することで、円滑な診
療行為を得られるなど安心した入院生活が送れるよう支援する。

１，８００

8
　
新
規
障害者就労チャ
レンジ事業

知的障害者及び精神障害者に対するより一層の就労支援を図る
ため、一定期間本市の臨時的任用職員として雇用し、就労に向け
た体験の場を提供する。

３，２５５

9
　
新
規
はり・きゅう、あん
ま・マッサージ施
術費助成事業

後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、はり・きゅう、あんま・
マッサージ施術費の一部助成を行う。
　利用回数　1人年間8回

３８，６１２

10
　
新
規
長安寮整備事業 平成21年度に尼崎市社会福祉事業団へ移管するにあたり、老朽

化が進んでいる施設を整備し、入所者に対する居住環境の向上を
図る。

７０，８６２

11
　
新
規
小児救急医療電
話相談運営事業

阪神南圏域（尼崎市・西宮市・芦屋市）に設置される小児救急医療
電話相談窓口に対し、県、西宮市、芦屋市とともにその運営費を
助成する。窓口では子どもの急病時における保護者の不安解消
等を図るため休日や夜間に電話相談を受け付け、看護師が医療
機関の受診の必要性や応急措置などについてアドバイスをする。

２，４１２

12
　
拡
充
高齢者自立支援
ひろば事業

　
従来の高齢者世帯生活援助員による巡回型支援システムを改
め、災害復興住宅内に高齢者の見守りや自立を支援する拠点（ひ
ろば）を新たに設け、ひろばを中心とした地域主体の支援システム
へ移行を図る。
　・設置場所　時友長ノ手、潮江北　各1戸

１５，７１８
(２，７７８)

13
　
拡
充
健康サポート事
業

健診受診率の低い小規模事業所労働者を対象に、労働安全衛生
法に基づく定期健診を実施するとともに、特定健診や後期高齢者
健診を実施する。また入学、就職のための健康診断書の発行を行
う。

５３，６７７
(５，３１５)
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

14
　
拡
充
がん対策事業 働き盛りの労働者などハイリスク集団に対して、がん検診に対す

る普及啓発、受診率の向上、医療機関との連携など総合的ながん
対策を実施することで、がんによる死亡率を低下させる。
特に全国と比べて著しく死亡率の高い肺がんと肝がんについて
は、健康保険者と連携をとり、がん検診受診率の向上を目指す。

１２１，７５９
(１３，２１３)

15
　
拡
充
ねたきり者等歯
科保健対策事業

入院施設等と保健所、歯科医師会等関係機関によるネットワーク
を構築し、口腔機能の重要性について啓発を図る。さらに、新たに
要介護状態になった者が在宅に移行した早期の段階で、歯科衛
生士による訪問指導を行い、口腔機能の維持・増進を図る。また、
引き続き特別養護老人ホーム入居者に対し、歯科医師による歯科
健診、歯科衛生士による口腔衛生指導を実施する。

６，１１２
(１，６４２)

16
　
拡
充
妊婦健診事業 妊婦健診の確実な受診を促進し、妊娠中の疾病の早期発見・早

期治療、予防のための支援を行い、安全な妊娠・出産に資するた
め、現行の後期健診に加え、前期健診費用についても助成する。

８９，８２１
(２３，４３８)

17
　
拡
充
幼児期からの健
康食習慣づくり
事業

幼児期から食の大切さを学び、健康的な食習慣を身につけ将来
の生活習慣病の予防を図る。児童ホームや幼稚園での食育講座
に加え、新たに子育てグループや子ども会などの集まりの場に食
育講座を拡大する。また、食育ボランティア（公募）を養成・登録す
るとともに、食育ボランティアの自主グループ化（食育サポーター）
を促進・支援する。

４７９
(２８９)

18
　
継
続
鉄道駅舎エレ
ベーター等設置
事業

高齢者、障害者等が鉄道を容易に利用できるように駅舎のバリア
フリー化を促進し、福祉のまちづくりに資することを目的として、鉄
道事業者に対しエレベーター等の整備費用の補助を行う。
　対象　阪神大物駅

３３，１６６

19
　
継
続
まつば園整備事
業

利用者の処遇環境の向上に資するため、移管先の社会福祉法人
が行う施設整備に要する経費の一部を補助するとともに、尼崎市
土地開発公社が取得した整備用地の買戻しを行う。

３４６，４１３

20
 
新
規
耐震改修促進計
画策定事業

市民の自己予防意識の高揚を図り、所有者自らによる建築物の
耐震化を促進していくため、耐震改修促進計画を策定する。
併せて、耐震化啓発に利用する地震ハザードマップ作成に向けた
データの収集・解析を実施する｡

５，０００

21
 
新
規
多数の者が利用
する施設耐震診
断助成事業

民間建築物のうち、災害時に拠点となりうる学校、病院、福祉施設
（昭和56年5月31日以前に着工したもので3階以上かつ延べ床面
積1,000㎡以上のもの）における耐震診断費用の一部を助成する
ことにより、耐震化を促進する。

３，０００

22
 
拡
充
救急救命士常時
２名乗車体制の
確立

救急救命士の処置拡大及び救急件数の増加に対応し、より安全
で高度な救急業務を実施し救命効果を高めるため、救急救命士
の常時2名乗車体制構築に向けて、引き続き、職員の救急救命士
の資格取得を推進する。

６，３１２
（６，３１２）

23
　
継
続
自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）設置
事業

市民等の非医療従事者が応急処置により、心停止者に対して一
次救命措置を行えるようにするため、自動体外式除細動器（ＡＥ
Ｄ）を小学校（42ヶ所）、消防署所（10ヶ所）、市民プール（2ヶ所）に
設置する。

８，２３２
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Ⅱ　子どもの健やかな成長を見守り、育むまちづくり

№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

1
　
新
規
母子生活支援施
設整備事業

平成21年度に尼崎市社会福祉事業団へ移管するにあたり、母子
世帯の快適な居住環境の確保及び補完保育室など多様なサービ
スを実施するための施設整備を行う。

１０９，３４６

2
　
新
規
青少年による事
業企画事業

平成19年度の「青少年による事業企画会議」で提案されたイベント
企画を青少年による実行委員会により実施することで、青少年
個々の自主性やリーダーシップを育てるとともに、仲間意識や連
帯感を深めることを通して青少年の健全育成を図る。

６００

3
　
拡
充
乳幼児健康支援
デイサービス事
業

保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病気やその回復
期で集団保育が困難な乳幼児を一時的に医療機関により保護・
看護する。利用定員については、これまでの6人から8人に拡大す
る。

１４，３７７
(１，３７８)

4
　
拡
充
保育環境改善事
業

多様な保育ニーズへの対応と運営の効率化を図るため、民間移
管の手法を導入し、老朽化したプレハブ保育所及び鉄筋コンク
リート造りの今福・大島保育所の民間移管を計画的に推進すると
ともに環境改善を図る。

１７，１０７
(４０７)

5
　
拡
充
つどいの広場設
置推進事業

育児に関する悩みや不安を解消するため、子育て中の親子が気
軽に集い、仲間づくりや情報交換ができる交流の場（つどいの広
場）を設置する。現在2か所で実施しているものを3か所に拡大す
る。併せて、現在直営で運営している「親子サロン」を「つどいの広
場」に転換していくため、広場の運営を希望する団体等を公募す
る。

１２，８２４
(４，１０４)

6
　
新
規
過大規模･過小
規模学校対策検
討事業

教室が不足する学校及び児童数が著しく少ない学校の課題解消
策を検討するため、検討対象校関係者を中心とした過大規模・過
小規模学校対策検討会を設置する。
・設置期間　平成20年6月～平成21年3月
・対象校　　 上坂部小学校
　　　　　　　  園田東小学校

４１９

7
　
新
規
中学校基礎学力
向上プロジェクト
事業

学力・生活実態調査の結果から、中学校1年生において学習意欲
や学力が低下していることが判明した。中学生の基礎学力を全国
的水準に向上させることを目指し、より一層個に応じた学習指導を
充実するために、指導補助員を16校（対象：第1学年）に配置す
る。なお、従前から行ってきた習熟度別学習推進事業（10人を10
校に配置）を基礎学力向上プロジェクト事業に転換する。

３５，３８７

8
　
新
規
環境体験事業 命の営みやつながり、命の大切さを理解し思いやりの心を醸成す

るため、校外体験学習などを通し自然に触れ、環境について学ぶ
環境体験事業を実施する。対象は市立小学校25校の3年生とす
る。

６，４３０

9
　
新
規
キャリア教育推
進事業

市立高等学校5校に通う2年生、3年生を対象に、学問の知識だけ
でなく、実際に就業を体験することにより様々な職業を知り、また、
社会人と共に働くことにより自分達も社会の一員であることを気づ
かせるために、事業所見学、ジュニアインターンシップ等を実施す
る。

８５４
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

10
　
新
規
市立高等学校教
育活性化推進事
業（尼崎東高関
連）

平成20年度入試（平成20年2月・3月実施）から入学者選抜制度が
改編され、複数志願選抜と特色選抜が実施される。
尼崎東高校では特色選抜（音楽類型）を実施することから以下の
とおり必要な措置を講じる。
　・各パートレッスンの実施
　・楽器の修理
　・アルカイックホールでの発表会

９７８

11
　
新
規
いのちの教育派
遣事業

生徒が生きることの意味や命の大切さについて考えることを目的
に、中学校19校で医師、救急救命士などによる命の大切さについ
ての講演等を行う。
　・実施回数　各校年3回

３４２

12
　
新
規
心の教育ボラン
ティア配置事業

ＬＤ，ＡＤＨＤ等の特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒が在
籍する学校・園にボランティアを配置し、学級担任または支援員を
補助して、行動面での指導を支援するとともに、学級経営や学習
指導がスムーズに行われるように援助する。

１２６

13
　
新
規
給食調理業務委
託関係事業

給食内容等の充実を図り食育を推進するとともに、業務の効率的
な運営を図るため、給食調理業務の民間委託を行う。

１０８，８３６

14
　
拡
充
計算力向上事業 児童の基礎学力の向上を図るために小学校15校で実施している

計算科を21校で実施する。20年度から新たに実施する6校は、対
象を初年度は3年生のみとし、次年度以降は3年生・4年生とする。
19年度までに実施した15校は対象を2年生～6年生とし、経過措置
を経て3年生・4年生とする。

４３，０１５
（３，４７６）

15
 
拡
充
心の教育特別支
援員配置事業

ＬＤ・ＡＤＨＤ等特別な支援を必要とする児童等の学習面・行動面
での指導を支援するとともに学級経営や学習指導がスムーズに行
われるよう援助するため、市立の幼・小・中学校に配置している心
の教育特別支援員を15名から20名に増員し充実を図る。

６２，３５５
（３５，８５３）

16
 
継
続
学校適正規模・
適正配置推進事
業

児童生徒数の減少により小規模化が進む小・中学校において、教
育上適切な児童生徒集団を確保し、良好な学習環境の創出を図
るため、小・中学校の適正規模・適正配置を推進する。

２，１５３，６６２

17
 
継
続
学校施設耐震化
事業

新耐震基準施行（昭和56年）以前に建てられた学校施設の耐震化
を推進するため、耐震診断、耐震補強工事等を実施する。

４５６，６１８

18
　
継
続
小学校給食室整
備事業

食中毒を防止し、より安全・安心な学校給食を提供するため、既存
の小学校給食室をドライ方式が可能な施設に順次整備を行う。ま
た、児童の心身の健康の確保等を目的とする「食育基本法」の主
旨に従い、給食内容の充実を図るため、給食調理備品の導入を
行う。

１６４，８５５

19
 
継
続
市立高等学校教
育の推進事業

市立全日制高等学校教育改革実施計画に基づき、尼崎東高校と
尼崎産業高校との統合に係る新校舎の建設工事等を行う。

１，５７８，９１１
※７，３７９，６４２
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

20
　
継
続
児童ホーム整備
事業

児童ホーム入所を希望している待機児童の解消を図るとともに、
障害児を含めた児童の安全確保のため、児童ホームの新築等の
施設整備工事を行う。

７１，６９７

21
　
継
続
中学校弁当導入
事業

昼食を希望する中学生に対して、栄養価に配慮した米飯弁当の斡
旋を試行する。

－

6



Ⅲ　地域資源を活かし、環境・文化を育むまちづくり

№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

1
　
新
規
都市問題調査研
究事業（まち情
報誌の発刊）

本市の地域資源や地域資産、ものづくり等のセールスポイントを
市内外により積極的にPRするため、「まち情報誌」を商工会議
所、市内事業者等との協働により発刊する。

４，０００

2
　
新
規
地域ポータルサ
イト検討事業

都市情報の認知度の低さ、地域資源情報の発信の希薄さなどの
課題対処のため、本市のトータルな都市情報を発信する地域ポー
タルサイトの調査・検討を行う。

７７０

3
　
新
規
郷土画家「白髪
一雄」作品整備・
発信事業

次世代の市民文化を担う人材を育てるために、総合文化センター
において、平成20年度以降、順次、国際的評価の高い市内在住
画家・白髪一雄氏の作品・資料の調査・整理・修復を行い、展覧会
や画集の発行を含めて、広く一般に公開する。

　
８，１５３

4
　
新
規
地球温暖化対策
実行計画普及・
啓発事業

実行計画の普及・啓発のためのイベントや市民大学講座を開催す
るほか、市内小売店舗とレジ袋削減等環境関連の協定締結に向
けた協議を行い、順次締結する。

２，３５１

5
　
新
規
し尿等処理方法
の見直し事業

クリーンセンターで処理している、し尿等を下水道施設での処理に
見直すことに伴う工事の設計業務を委託する。

２８，３５０

6
　
拡
充
立体緑化推進事
業

地球温暖化対策の一環として、効果が期待できる壁面緑化の普
及を促進するため、公共施設における壁面緑化の取組を拡充する
とともに、市民・事業者への普及・啓発事業を展開する。

４，３２１
（２，０４２）

7
　
拡
充
ごみ減量・リサイ
クル推進事業

事業系古紙リサイクルシステムの運用促進、子どもごみマイス
ター制度の実施、あまがさきごみ減量作戦推進会議の運営等に
加え、紙類リサイクル促進等に向けた地域説明会の実施、啓発用
映像の製作・活用等、減量・リサイクル施策の展開を図る。

５，３０６
（２，９９３）

8
　
新
規
21世紀の尼崎運
河再生プロジェク
ト事業

港湾管理者である兵庫県とともに、尼崎臨海地域の貴重な地域資
源である運河や河川等を核に、地域、地元企業との協働による魅
力ある地域づくりを通じて、臨海地域の活性化を図る。

２，０００

9
　
新
規
城内まちづくりの
推進に伴う文化
財収蔵庫移転事
業

 
城内まちづくりの一環として、文化財収蔵庫を旧城内中学校に移
転させ、展示室を設けて市民に収蔵資料を公開するとともに体験
学習会等の場として活用することにより、尼崎の歴史や文化財に
対する市民の関心を高め、市民と協働で地域資源を守り活かす活
動を行う。

４２，５９４
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Ⅳ　元気な産業を育むまちづくり

№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

1
　
新
規
ものづくり雇用創
造支援事業

雇用のミスマッチによる市内企業の人手不足解消や雇用の創出
のために、ハローワークなどの関係機関と連携し、合同就職相談
会などを開催する。

１，４７９

2
　
新
規
リレーションシッ
プ構築事業

企業の新規創業、新事業展開により、地域産業の活性化を図るた
め、本市が指定する地域の賃貸オフィスに入居する場合、賃料の
一部を助成する。また市の補助金を受けた事業者が地域企業とし
て根付くよう成果発表会を開催する。

２，４５４

3
　
新
規
企業立地促進法
基本計画策定事
業

企業立地促進法に基づく基本計画を策定し、国の同意を得る中
で、本法に基づく企業立地促進税制など、国からの各種支援策が
受けられるようにし、更なる企業立地の促進を図る。

５５９

4
　
新
規
ICカード活用商
店街活性化事業

商店街や商業施設等での買物の利便性の向上を図るため、交通
系ICカード「ピタパ」等のシステム導入に要する経費の一部を補助
する。

２，０００

5
　
新
規
商業者提案事業 商業団体等が個性的で魅力ある商業集積をめざして、知恵と工夫

を活かして新たに取り組むソフト事業で、かつ市内商業の活性化
に寄与すると認められる事業に対し経費の一部を補助する。

５００

6
　
拡
充
中小企業融資
あっ旋事業

中小企業の資金融通の円滑化を図るため、融資あっ旋を行い、経
営基盤の安定化に資する。また、平成19年10月から導入された責
任共有制度に伴い、融資を受けることが厳しくなる可能性がある
小規模企業者に対して、信用保証協会が100％保証する小規模特
別融資制度を創設する。

１，５２７，６５４
　　（１５，０００）

7
　
継
続
企業立地促進条
例運営事業

認定審査会の設置による企業立地促進制度の円滑な運用を図る
とともに、産業関連団体等との連携などにより、企業の立地促進
に係る取り組みを推進する。

６８７

8



Ⅴ　都市の生活基盤づくり

№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

1
　
新
規
コールセンター
関係事業
［平成19年度設
置調査事業を実
施］

市民や事業者等から市役所に寄せられる電話での問い合わせに
対し、迅速かつ的確な案内・回答を行うため、コールセンターを設
置し、電話窓口を一本化する。
また、土曜日・日曜日・祝日及び平日の時間外も対応を行うととも
に、問い合わせ情報をデータベース化し、全庁的な情報の共有化
を図る。

　平成20年4月～　 コールセンターの構築・準備
　平成21年3月      本格稼動予定

５１，４９４

2
　
新
規
バス交通に関す
る市民意識調査
事業

バス交通のあり方や利用促進策などのバス交通政策に係る課題
を検討するため市民意識調査を行う。

２，１７２

3
　
新
規
公営企業審議会
の開催

乗客数の減少が続くなど非常に厳しい事業環境下において、市内
の公共輸送機関として重要な役割を担う市営バス事業のあり方に
ついて、審議を行う。

８，６８８

4
　
継
続
墓園整備事業 老朽化が進む弥生ヶ丘墓園を使用者の意向を踏まえた整備・維

持管理計画に基づき整備するにあたり、設計業務を委託する。
６，９４６

5
　
継
続
あまがさき緑遊
新都心整備事業

ＪＲ尼崎駅北西地区において、広域的交通結節点の地域特性を
活かしたまちづくりのため、都市機能更新型の土地区画整理事業
を独立行政法人都市再生機構の施行により実施する。また、この
事業にあわせて、周辺道路を整備することにより、幹線道路との
ネットワークを形成し、交通流の円滑化と歩行者の安全を図る。

１　土地区画整理事業
　　　施行期間　平成12年度～平成21年度
　　　全体事業費　約230億円
　　　施行面積　　約22.8ha　　都市計画道路5路線、近隣公園等
　【平成20年度施行内容 】
　  保留地処分金等による事業（道路整備工事、物件補償等）

２　長洲久々知線立体交差等道路整備事業
　　　施行期間　平成13年度～平成21年度
　　　（ただし、長洲久々知線立体交差事業については延伸予定）
　　　全体事業費　約150億円
　　　長洲久々知線立体交差、尼崎駅前1号線、尼崎駅前3号線等
　【平成20年度施行内容】
　  物件調査、用地測量、用地買収、物件補償、道路改良工事等

１，２６９，６８０
  

6
　
継
続
臨海西部拠点開
発事業

臨海西部地域の都市基盤を整備するため、土地区画整理事業を
実施する。

　土地区画整理事業
　　施行期間　　平成9年度～平成21年度
　　全体事業費　約130億円
　　施行面積　　約77.8ha　　　都市計画道路4路線等
　【平成20年度施行内容】
　　橋りょう整備工事、道路整備工事、測量、移設補償等

　　５２９，５７９
※２７１，５６５
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

7
　
継
続
戸ノ内住宅地区
改良事業等

戸ノ内地区において、住宅地区改良事業及び住宅市街地総合整
備事業の手法により、災害に強いまちづくりを目指す。あわせて、
工場・住宅の用途地域の純化と集約化を図る。

１　住宅地区改良事業　第3～第5地区
    施行期間　昭和56年度～平成25年度
　　全体事業費　約294億円
　　改良住宅建設、不良住宅買収除却、道路用地取得等
　【平成20年度施行内容】
　　不良住宅買収除却、用地取得、作業所建設、調査設計等

２　住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）
　　施行期間　平成11年度～平成20年度
　　全体事業費　約36億円
　　地区面積：約21.2ha　老朽建築物等除却、道路用地取得等
　【平成20年度施行内容】
　　老朽建築物等除却、用地取得、道路整備、公園・緑地整備等

１，４１６，３８８

8
　
継
続
阪神尼崎駅南地
区第一種市街地
再開発事業

市街地再開発事業を施行する市街地再開発組合に補助を行う。
　
　施行期間　　　　　平成16年度～平成23年度（組合解散認可）
　全体事業費　 　　約90億円（組合支出総額）
  20年度補助対象事業費　  　　8億8,550万円
　費用負担（補助対象事業費）
　　　県1/3、市1/3（うち国4/10）、組合1/3

２９６，４８１

9
　
継
続
阪神西大阪線延
伸事業

「幹線鉄道等活性化事業（乗継円滑化）」による阪神西大阪線の
延伸計画（ホーム新設、立体交差化等）の事業費の一部を地元と
して負担する。

　施行期間　　　　　平成13年度～平成20年度
　全体事業費　　　　約80億円
　20年度事業費　　10億4,000万円
　費用負担　　　　　事業費の8％

８３，２００

10
　
継
続
庄下川都市基盤
河川改修事業

庄下川上流部は市街化により、保水機能が低下している上、護岸
の老朽化及び狭小な河川断面積により、洪水時に護岸崩壊や溢
水等、危険な状態にあるため、治水機能の強化を図る。
　
　施行期間　　 　平成14年度～平成27年度
　全体事業費　　約21億円
　20年度事業　  西塚口新橋～柳縁橋　27m
　　　　　　　　　 　護岸改修工事、河床掘削工事

２２３，７２８

11
　
継
続
市営琴浦・西難
波・武庫川住宅
建替事業

老朽化が著しく、浴室設備がないなど早急な住環境の改善を図る
必要のある市営琴浦・西難波・武庫川住宅の集約建替えを行う。
　
　施行期間　平成17年度～平成23年度
　全体事業費　約46億円（うち1期工事分　約27億円）
　20年度事業
　 　本体・屋外附帯工事、住替移転助成等

１，０６５，２０５
※３１，５１５
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№ 主 要 事 業 名 事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 20年度事業費

12
　
継
続
公共下水道整備
事業

本市における下水道普及率は、99.9％（平成18年度末）であり、今
後は都市型水害や都市化の進展に伴う水環境対策、地震対策の
ため、浸水対策、合流式下水道改善、高度処理を実施していく｡

１　浸水対策事業
　　未整備地区の雨水管の整備を行う｡また､都市型集中豪雨への
　　対応策を検討する｡
２　合流式下水道改善事業
　　合流式下水道の汚濁負荷量の削減、公衆衛生上の安全確
保、
　　ごみ、泥等の削減という観点から改善を図る｡
３　高度処理推進事業
　　大阪湾の水質改善を目的として、下水処理場からの放流水の
　　汚濁負荷の低減対策を行う｡
４　耐震対策事業
　　下水処理場、ポンプ場の大規模地震発生時の安全性を確保
    するための対策を検討する｡

９７８，８８５

13
　
継
続
ファミリー世帯住
宅支援事業

ファミリー世帯の市内定着と居住水準の向上を図るため、持家を
取得するファミリー世帯に対し、償還費用の一部補助を行う。

９９，８８１

14
　
継
続
消防庁舎耐震化
事業

新耐震基準施行（昭和56年）以前に建てられた消防庁舎の耐震化
を推進するため、耐震診断調査及び耐震補強工事を実施する。

４３，８００

15
　
継
続
耐震性防火水槽
整備事業

火災・震災時の消防水利を確保するため、耐震性100トン防火水
槽を整備する。

１６，７９５

16
　
新
規
納税催告セン
ター関係事業

市税の収入率を向上させるため、現年課税分のうち、督促状送付
後になお未納である納税者を対象に電話による納税催告業務等
を行う。

　実施期間　平成20年度から平成22年度までの3年間

１８，１０５
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